
 

西 宮 地 区 埋 立 事 業 対 策 協 議 会 設 置 要 綱  

 

 

( 目 的 )  

第 １ 条  西 宮 地 区 の 埋 立 事 業 な ら び に 西 宮 旧 港 周 辺 の 諸 問

題 に 対 処 し 、地 区 住 民 の 生 活 環 境 の 保 全 を 図 る た め 、西 宮

地 区 埋 立 事 業 対 策 協 議 会 ( 以 下 「 協 議 会 」 と い う 。 ) を 設 置

す る 。  

( 所 掌 事 項 )  

第 ２ 条  協 議 会 は 、つ ぎ の 各 号 に 掲 げ る 事 項 に つ い て 協 議 す

る 。  

 ( １ ) 埋 立 事 業 に 伴 っ て 生 ず る 公 害 対 策 に 関 す る こ と 。  

 ( ２ ) 埋 立 事 業 に 伴 っ て 生 ず る 交 通 安 全 対 策 に 関 す る こ と 。 

 ( ３ ) 治 安 お よ び 風 紀 問 題 に 関 す る こ と 。   

( ４ ) そ の 他 埋 立 事 業 に 伴 っ て 生 ず る 諸 問 題 の 処 理 に 関 す  

る こ と 。  

 ( ５ ) 西 宮 旧 港 周 辺 の 諸 問 題 に 関 す る こ と 。  

( 組 織 )  

第 ３ 条  協 議 会 は 、 浜 脇 ・ 用 海 ・ 香 櫨 園 地 区 の 関 係 自 治 会 と

行 政 当 局 が 一 体 と な っ て 組 織 す る 。  

( 構 成 )  

第 ４ 条  協 議 会 は 、つ ぎ の 各 号 に 掲 げ る 者 を 委 員 と し て 構 成

す る 。  

( １ ) 自 治 会 代 表  

 ( ２ ) 西 宮 市 お よ び 兵 庫 県 職 員  

２  前 項 の 委 員 の 選 出 基 準 は 、 別 に 定 め る 。  

３  こ の 会 の 趣 旨 お よ び 目 的 を 円 滑 に 進 め る た め 、 研 究 部 会 を 置  

く こ と が で き る 。  

( 役 員 )  

第 ５ 条  協 議 会 に 会 長 、 副 会 長 を 置 く 。  

２  会 長 お よ び 副 会 長 は 、 委 員 の 互 選 に よ り 選 任 す る 。  

 

 



 

( 運 営 )  

第 ６ 条  協 議 会 は 会 長 が 主 宰 す る 。 会 長 に 事 故 あ る と き は 、

副 会 長 が そ の 職 務 を 代 行 す る 。  

２  協 議 会 は 、 構 成 員 の 過 半 数 の 出 席 が な け れ ば 会 議 を 開  

く こ と が で き な い 。  

３  前 項 の 会 議 に は 、 構 成 員 の 代 理 出 席 を 認 め る 。  

( 意 見 の 聴 取 )  

第 ７ 条  会 長 は 、必 要 が あ る と 認 め る と き は 、委 員 で な い 者

を 会 議 に 出 席 さ せ 、説 明 を 求 め 、意 見 を 述 べ さ せ る こ と が

で き る 。  

( 庶 務 )  

第 ８ 条  協 議 会 の 庶 務 は 、西 宮 市 土 木 局 臨 海 対 策 部 臨 海 対 策

課 に お い て 行 う 。  

( 雑 則 )  

第 ９ 条  こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か 、協 議 会 の 運 営 そ の 他

こ の 要 綱 の 実 施 に つ い て 必 要 な 事 項 は 、 会 長 が 定 め る 。  

付  則  

こ の 要 綱 は 、 昭 和 5 8 年 ３ 月 1 9 日 か ら 実 施 す る 。  

 こ の 要 綱 は 、 平 成 元 年 ４ 月 １ 日 か ら 実 施 す る 。  

 こ の 要 綱 は 、 平 成 ２ 年 ４ 月 １ 日 か ら 実 施 す る 。  

 こ の 要 綱 は 、 平 成 ２ 年 ７ 月 2 1 日 か ら 実 施 す る 。  

 こ の 要 綱 は 、 平 成 1 2 年 ７ 月 1 9 日 か ら 実 施 す る 。  

  こ の 要 綱 は 、 平 成 1 9 年 ３ 月 2 6 日 か ら 実 施 す る 。  

  こ の 要 綱 は 、 平 成 2 8 年 ２ 月 ５ 日 か ら 実 施 す る 。  

 こ の 要 綱 は 、 令 和 元 年 ５ 月 2 3 日 か ら 実 施 す る 。  

こ の 要 綱 は 、 令 和 ２ 年 ４ 月 １ 日 か ら 実 施 す る 。  

こ の 要 綱 は 、 令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日 か ら 実 施 す る 。  

 

 

 

 

 

 



 

西 宮 地 区 埋 立 事 業 対 策 協 議 会 委 員 選 出 基 準  

 

 設 置 要 綱 第 ４ 条 に 定 め る 委 員 は 、つ ぎ の 基 準 に よ り 選 出 す

る 。  

＊  １ 号 関 係 委 員 ( 自 治 会 代 表 )  

浜 脇 地 区 自 治 連 合 会 会 長  

用 海 地 区 団 体 協 議 会 代 表  

久 保 町 内 会 代 表  

鞍 掛 町 自 治 会 代 表  

メ ガ ロ コ ー プ 西 宮 １ 号 棟 自 治 会 代 表  

浜 脇 町 自 治 会 代 表  

浜 町 自 治 会 代 表  

石 在 町 自 治 会 代 表  

泉 町 自 治 会 代 表  

西 波 止 町 自 治 会 代 表  

前 浜 町 自 治 会 代 表  

建 石 町 自 治 会 代 表  

香 櫨 園 地 区 団 体 連 絡 協 議 会 代 表 ( ２ 名 )  

     ＊ ２ 号 関 係 委 員  

      ( 兵 庫 県 職 員 )  

        尼 崎 港 管 理 事 務 所 長  

      ( 西 宮 市 職 員 )  

        土 木 局 長  

        土 木 局 臨 海 対 策 部 長  


